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内閣府本府政策評価基本計画 

平成 14 年４月 30 日 

内閣総理大臣決定 

 
本基本計画は、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成 13 年法律第

86 号。以下「評価法」という。）第６条の規定に基づき、「政策評価に関する基

本方針」（平成 13 年 12 月 28 日閣議決定。以下「基本方針」という。）を踏まえ、

政策評価の実施に関する方針、実施体制等について定めるものである。 
平成 13 年１月の中央省庁等改革により導入された政策評価制度は、政策の効

果等に関し、科学的な知見を活用しつつ合理的な手法により測定又は分析し、

一定の尺度に照らして客観的な判断を行うことにより、政策の企画立案やそれ

に基づく実施を的確に行うことに資する情報を提供するものである。 
内閣府本府においても、制度の趣旨を踏まえ、以下の目的を念頭に置きなが

ら、評価法、基本方針及び本基本計画で定める要領により政策評価を実施する

こととする。 
① 国民に対する行政の説明責任（アカウンタビリティ）を徹底する 
② 国民本位の効率的で質の高い行政を実現する 
③ 国民的視点に立った成果重視の行政への転換を図る 
なお、本計画における「政策」とは、「行政機関が、その任務又は所掌事務の

範囲内において、一定の行政目的を実現するために企画及び立案をする行政上

の一連の行為についての方針、方策その他これらに類するもの」（評価法第２条

第２項）であり、以下で定義される「政策（狭義）」、「施策」及び「事務事業」

すべてを指すものである。 
「政策（狭義）」：特定の行政課題に対応するための基本的な方針の実現を目

的とする行政活動の大きなまとまり。 
「施策」：上記の「基本的な方針」に基づく具体的な方針の実現を目的とする

行政活動のまとまりであり、「政策（狭義）」を実現するための具体的な

方策や対策ととらえられるもの。 
「事務事業」：上記の「具体的な方策や対策」を具現化するための個々の行政

手段としての事務及び事業であり、行政活動の基礎的な単位となるもの。 
 

１ 計画期間 

 平成 14 年度から平成 16 年度までの３年間とする。 
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２ 政策評価の実施に関する方針 

内閣府は、「内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けること」に加え、「男女

共同参画社会の形成の促進」、「消費生活及び市民活動に関係する施策を中心と

した国民生活の安定及び向上」、「沖縄の振興及び開発」、「北方領土問題の解決

の促進」、「災害からの国民の保護」、「政府の施策の実施を支援するための基盤

の整備」、「経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地か

らの関係行政機関の連携の確保」、「内閣総理大臣が政府全体の見地から管理す

ることがふさわしい行政事務の円滑な遂行」等の任務を担っている。 

内閣府本府としては、これらの任務を達成するために行う内閣府本府の事務の

うち政策評価の対象とされている評価法第２条第１項第１号に規定する事務全

般について政策評価を実施する。なお、内閣の重要政策に関する内閣の事務を

助けるために行う事務（内閣府設置法第４条第１項及び第２項に定める事務。

以下「内閣補助事務」という。）については、そもそも政策評価制度が内閣の統

轄機能を補完するものであり、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる行政機

関において行うものであることから、評価法において政策評価の対象とされて

いないところであるが、引き続き事務の効率向上に取り組む。 

また、複数の行政機関の所掌に関係する政策の総合的推進に関する事務（中長

期計画等の作成・推進に係る事務）については、関係省庁と連携しながら積極

的に政策評価に取り組むものとする。 
政策評価に当たっては、政策の特性等に応じて、基本方針に定める「事業評価

方式」、「実績評価方式」及び「総合評価方式」の三つの方式のうち、適切な方

式を用いるものとする。 
 

３ 政策評価の観点に関する事項 

政策評価の実施に当たっては、評価法に明示された「必要性」、「効率性」及

び「有効性」の三つの観点を基本としつつ、基本方針において示された「公平

性」、「優先性」の観点を含め、評価の対象とする政策の特性に応じて適切な観

点を選択し、観点ごとに適切な基準を設定することにより、総合的に評価する

ものとする。 

 

４ 政策効果の把握に関する事項 

政策効果の把握に当たっては、定量的な評価手法の開発を進め、できる限り

具体的な指標・数値による定量的な評価手法を用いるよう努める。定量的な評
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価手法の適用が困難である場合又は客観性の確保に結び付かない場合等におい

ては、定性的な評価手法を適用するものとし、その際にも客観的な情報・デー

タや事実に基づくものとする。 

また、政策効果の把握に関する手法について、確立されたものがない分野に

おいても、その段階において実用可能な手法の適用等により評価を行うととも

に、評価手法の改善に努めるものとする。 

 

５ 政策評価の実施体制に関する事項 

(1) 実施体制 

政策評価に当たっては、大臣官房政策評価官（以下「政策評価官」という。）、

各部局の総務課等（以下「政策評価担当課等」という。）及び個別の政策を

所管する課等（以下「政策所管課等」という。）が、相互に連携を図りなが

ら、以下のような役割分担により行うものとする。なお、政策評価官、政策

評価担当課等は、必要に応じ、それぞれ、内閣府本府の政策の横断的評価や

複数の部局にまたがる政策の評価、部局内の政策で複数の政策所管課等にま

たがる政策の評価を行うものとする。 

① 政策評価官の役割 

ア 基本計画、事後評価の実施に関する計画（以下「実施計画」という。）

の策定等政策評価に関する基本的事項の企画及び立案 

イ 政策評価の結果等を記載した評価書及びその要旨（以下「評価書等」

という。）の審査、取りまとめ 

ウ ア及びイに掲げるもののほか内閣府本府における政策評価の総括 

② 部局内の政策に関する政策評価担当課等の役割 

ア 基本計画、実施計画において事後評価の対象としようとする政策の選

定 

イ 評価書等の審査 

ウ ア及びイに掲げるもののほか政策評価の総括 

③ 所管する政策に関する政策所管課等の役割 

ア 政策評価の実施 

イ 評価書等の作成 

(2) その他 

① 政策政策評価担当課等及び政策評価官は、評価の客観性、評価手法の適

正性、他の政策との整合性、評価内容の妥当性、国民に分かりやすいも

のとなっているかなどの観点から審査する。その過程で、必要に応じ、

政策所管課等に対し説明を求め、意見を述べることができるものとする。 
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② 内閣府本府内に「内閣府本府政策評価委員会」を設け、内閣府本府の政

策評価に関する重要事項について審議する。 

 

６ 事前評価の実施に関する事項 

 事前評価は、政策の決定に先立ち、当該政策に基づく活動により得られる

と見込まれる政策効果を基礎として的確な政策の採択や実施の可否を検討

し、又は複数の政策代替案の中から適切な政策を選択する上で有用な情報を

提供する見地から行うものとする。 

(1) 評価方式 
事業評価方式を基本とする。 

(2) 評価対象 
予算要求を伴う新たな政策や新設される規制・制度のうち、評価法第９条

第１号（当該政策に基づく行政上の一連の行為の実施により国民生活若しく

は社会経済に相当程度の影響を及ぼすこと又は当該政策がその実現を目指

す効果を発揮することができることとなるまでに多額の費用を要すること

が見込まれること）に該当すると考えられる政策が対象となる。政策の単位

は、「事務事業」レベルで捉えることが可能な政策が中心となる。 
(3) 実施の要領 

事前評価の対象となる政策については、政策評価担当課等及び政策所管課

と協議の上、政策評価官が決定する。政策所管課は、予算要求や規制・制度

の新設の前に、「５ 政策評価の実施体制に関する事項」で定めた実施体制

の下、評価を行う。 

 

７ 事後評価の実施に関する事項 

事後評価は、政策の決定後において、政策効果を把握し、これを基礎として、

政策の見直し・改善や新たな政策の企画立案及びそれに基づく実施に反映させ

るための情報を提供する見地から行うものとする。 

内閣府本府においては、主要な行政目的に係る政策全般を事後評価の対象と

する。 

(1) 評価方式 
実績評価方式、総合評価方式、事業評価方式のいずれかによる。 

(2) 評価対象 
① 実績評価方式 
内閣府本府の主要な行政目的に係る政策のうち、「施策」レベルで捉え
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ることが可能な政策全般を対象とする。 
② 総合評価方式 
各種中長期計画等「政策（狭義）」レベルで捉えることが可能な政策や

部局横断的な政策等を対象とする。 
③ 事業評価方式 
事前評価を実施した政策のうち事後の検証が必要と認められるものを対

象とする。「事務事業」レベルで捉えることが可能な政策が中心となる。 
計画期間内に評価の対象とする政策は別表１及び別表２に掲げる政策とす

る（ただし、別表２に掲げる中長期計画等のうち(4)で設定する実施時期が計

画期間に含まれるものに限る。）。ただし、所掌事務の追加等の理由により新

たに評価が必要になった政策や時々の社会情勢に応じ評価が必要と考えら

れる政策などについては、別表にかかわらず評価を行うものとする。評価対

象となる政策の評価方法については、実施計画で定めるものとする。 
(3) 実施の要領 

政策評価官は、毎年度、評価法第７条に規定する、当該年度における事後

評価の対象としようとする政策、評価方式等を記載した実施計画を作成する。

政策所管課等は、この実施計画に基づき、「５ 政策評価の実施体制に関す

る事項」で定めた実施体制の下、評価を行う。 
(4) 中長期計画等の評価 

別表２に掲げる中長期計画等については、当該計画等の改定等に評価結果

が適切に反映されるよう評価を実施する。なお、評価の実施時期については、

本基本計画の計画期間にかかわらず、以下の評価時期を目途としながら適切

な時期を設定するものとする。 
・ 中期計画等（期間５年間程度）については、終了年度の前年度から 
・ 長期計画等（期間 10 年間程度）については、中間年度及び終了年度の

前年度から 
上記を除く年度においては、その時々の必要性に応じ、関係省庁間で協議

し設定したテーマについて評価を実施する。以上の評価結果については、必

要に応じ、その概要を白書に掲載する。 
 

８ 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 

政策評価の客観的かつ厳格な実施を確保するために、政策の特性に応じて学

識経験を有する者の知見の活用を図る。その際、内閣府本府の所掌事務は広範

多岐にわたることから、各政策所管課等がその所掌する政策の特性に応じ、①

学識経験を有する者からの意見聴取、②学識経験を有する者により構成される
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研究会等の開催、③外部研究機関等の活用、④既存の審議会等の活用等を行う

ものとする。 

 

９ 政策評価の結果の政策への反映、活用に関する事項 

政策所管課等、政策評価担当課等及び予算要求に係る査定部局（以下「査定

部局」という。）は、政策の企画立案作業（予算要求（機構・定員を含む。）、法

令等による制度の新設・改廃、各種中長期計画の策定等）及びそれに基づく政

策の実施における重要な情報として､政策評価の結果を活用し、当該政策に適時

適切に反映させるものとする。 

政策評価の結果の政策への反映に関する具体的な役割分担は以下に定めるも

のとする。 

① 政策評価担当課等及び政策所管課等は、政策の企画立案に当たって政策評

価の結果を適切に反映する。査定部局は、予算要求等の審査に際し、政策

評価の結果を重要な情報として活用する。 

② 政策評価官は、政策評価の結果の反映、活用について、政策評価担当課等、

当該政策所管課等及び査定部局に対し必要に応じ意見を述べる。 

③ 政策評価担当課等及び政策所管課等は、当該政策への反映の状況を政策評

価官へ報告する。政策評価官は、報告を受け、政策評価の結果の政策への

反映状況をとりまとめる。 

また、内閣府本府は、経済財政政策、科学技術政策等複数の行政機関の所掌

に関係する政策の総合的推進に関する事務を所掌していることから、これらの

政策の企画及び立案に当たっては、政策評価の結果の適切な活用を図る。 
 

10 政策評価に関する情報の公表に関する事項 

政策評価官は、決定された基本計画・実施計画、とりまとめた評価書等・反

映状況について、速やかに公表するものとする。公表に当たっては、インター

ネットのホームページへの掲載、窓口での配布等国民にとって容易に入手でき

る方法でかつ分かりやすい形でこれを行うものとする。 

 

11 その他政策評価の実施に関し必要な事項 

(1) 評価方法の改善について 

内閣府本府の所掌事務については、未だ政策評価手法が十分に確立してい

ない分野が多いことから、今後、政策評価官を中心に、評価手法等の調査研
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究を進めるとともに、政策評価を担当する人材の養成及び確保のための方策

を検討するなどにより、政策評価手法等の改善を図っていくものとする。ま

た、政策評価手法等について国民から寄せられた意見・要望についても、そ

の改善に積極的に活用するものとする。 

(2) 外部からの意見・要望の受付について 

政策評価に関する外部からの意見・要望については、窓口を内閣府大臣官

房政策評価官とし、文書やインターネットのホームページ等により受け付け

るものとする。 

(3) 内閣府本府政策評価実施要領の扱い 

内閣府本府政策評価実施要領（平成 13 年１月 31 日内閣総理大臣決定）は、

廃止する（平成 13 年度評価書等作成に関する事項を除く。）。 

(4) 本基本計画の改定 

本基本計画は、計画期間内であっても、社会情勢の変化等必要に応じ改定

を行う。 
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政策名 政策分野 部局名
市場開放問題、政府調達に係る苦情処理を通じた市場ア
クセスの改善

経済財政政策 政策統括官（経済財政－運営担当）

国内の経済動向の分析 経済財政政策
政策統括官（経済財政－景気判断・
政策分析担当）

国内の経済動向に係る産業及び地域経済の分析 経済財政政策
政策統括官（経済財政－景気判断・
政策分析担当）

海外の経済動向の分析 経済財政政策
政策統括官（経済財政－景気判断・
政策分析担当）

経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに
類する理論を用いた研究の推進

経済財政政策 経済社会総合研究所

ＳＮＡの作成及び整備・改善 経済財政政策 経済社会総合研究所

原子力研究開発利用の推進 科学技術政策 政策統括官（科学技術政策担当）
駐留軍用地跡地利用の推進 沖縄対策、沖縄の振興への取組 政策統括官（沖縄担当）
沖縄における産業振興 沖縄対策、沖縄の振興への取組 政策統括官（沖縄担当）

振興開発計画に基づく各種社会資本の整備の推進 沖縄対策、沖縄の振興への取組 沖縄振興局
沖縄の教育・文化振興 沖縄対策、沖縄の振興への取組 沖縄振興局

沖縄の保健衛生等対策 沖縄対策、沖縄の振興への取組 沖縄振興局
沖縄の農業振興 沖縄対策、沖縄の振興への取組 沖縄振興局

沖縄の戦後処理対策 沖縄対策、沖縄の振興への取組 沖縄振興局
沖縄の特殊事情に伴う特別対策 沖縄対策、沖縄の振興への取組 沖縄振興局
青少年健全育成に関する普及・啓発 青少年健全育成 政策統括官（総合企画調整担当）
青年国際交流の推進 青少年健全育成 政策統括官（総合企画調整担当）
高齢社会に関する啓発 高齢社会対策 政策統括官（総合企画調整担当）
交通安全思想の普及・啓発 交通安全対策 政策統括官（総合企画調整担当）
障害者理解の普及・啓発 障害者施策 政策統括官（総合企画調整担当）

政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 男女共同参画社会の形成の促進 男女共同参画局
男女共同参画社会実現に向けた気運の醸成 男女共同参画社会の形成の促進 男女共同参画局

女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けた取組 男女共同参画社会の形成の促進 男女共同参画局
国際交流・国際協力の促進 男女共同参画社会の形成の促進 男女共同参画局
省資源・省エネルギー型生活の推進 国民生活行政 国民生活局

市民活動の促進 国民生活行政 国民生活局
物価関連施策の推進 国民生活行政 国民生活局

消費者行政の推進 国民生活行政 国民生活局
国民生活・物価に関する調査分析 国民生活行政 国民生活局

防災に関する普及・啓発 防災行政 政策統括官（防災担当）
国際防災協力の推進 防災行政 政策統括官（防災担当）
災害復旧・復興に関する施策の推進 防災行政 政策統括官（防災担当）

地震対策等の推進 防災行政 政策統括官（防災担当）
原子力の安全確保に関する知的基盤の整備 原子力安全対策 原子力安全委員会事務局

原子力施設の安全確保 原子力安全対策 原子力安全委員会事務局
原子力災害対策 原子力安全対策 原子力安全委員会事務局

原子力安全問題に関する国民の理解の促進 原子力安全対策 原子力安全委員会事務局
北方領土問題の解決促進のための施策の推進 北方領土問題の解決促進 北方対策本部

国際平和協力業務等の推進 国際平和協力業務等 国際平和協力本部事務局
遺棄化学兵器の廃棄処理事業 遺棄化学兵器廃棄処理事業 大臣官房企画調整課
社会連帯等の国民運動 社会連帯等の国民運動 大臣官房企画調整課

栄典制度の適切な運用 栄典行政の適切な遂行 賞勲局
政府広報の実施 政府広報･広聴活動 大臣官房政府広報室

世論の調査 政府広報･広聴活動 大臣官房政府広報室

別表１　事後評価の対象となる政策①



 9

 

政策名（中長期計画等） 政策分野 部局名

ＰＦＩの推進（ＰＦＩ基本方針） PFIの推進
政策統括官（経済財政－経済社会
システム担当）

沖縄の振興への取組（沖縄振興計画） 沖縄対策、沖縄の振興への取組政策統括官（沖縄担当）

青少年健全育成の総合的推進（青少年育成推進要
綱）

青少年健全育成 政策統括官（総合企画調整担当）

高齢社会対策の総合的推進（高齢社会対策大綱） 高齢社会対策 政策統括官（総合企画調整担当）

障害者施策の総合的推進（障害者基本計画） 障害者施策 政策統括官（総合企画調整担当）

交通安全対策の総合的推進（交通安全基本計画） 交通安全対策 政策統括官（総合企画調整担当）

男女共同参画社会の形成の促進（男女共同参画基
本計画）

男女共同参画社会の形成の促進男女共同参画局

防災行政の総合的推進（防災基本計画） 防災行政 政策統括官（防災担当）

別表２　事後評価の対象となる政策②


